
   西原町人材育成会生徒の県内離島派遣に関する助成金交付規程 

（平成 29年６月 29日 会長決裁） 

（一部改正 平成 30年 3月 20日 会長決裁） 

（一部改正 令和 8年 5月 26日 会長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、西原町の生徒が学校教育活動の一環として、各地区を代表し、体育的

行事に参加するため、県内の離島に派遣される場合に要する経費に対し、予算の範囲内に

おいて助成金を交付するため必要な事項を定めるものとする。 

（助成の対象） 

第２条 会長は、西原町の生徒が、沖縄県中学校体育連盟が主催する地区大会において、県 

 大会への出場権を得て、県内離島で開催される県大会に出場する場合において助成金を交 

 付する。 

2 助成の対象となる者は、西原町内に住所を有する中学生であって、前項に規定する県大会

の開催要項等で登録された選手又はマネージャーとする。 

（助成金の基準） 

第３条 助成金の交付は、1人 1会計年度につき 1回を限度とする。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、次の各号に掲げる地区への派遣について、当該各号に掲げる額とす 

る。 

 （1） 宮古地区  １２，０００円 

 （2） 八重山地区 １５，０００円 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする保護者は、西原町人材育成会県内離島派遣費助成金

交付申請書兼請求書（様式第 1 号）に次の書類を添えて、県大会終了後 1 か月以内に提出

するものとする。 

  (1) 県大会開催要項等 

  (2) 県大会参加申込書の写し 

  (3) 搭乗又は乗船を証するもの 

  (4) 通帳の写し 

(5) その他会長が必要とする書類 

 （助成金交付の決定） 

第６条 会長は、前条の申請に基づき、助成金交付の可否を決定し、決定した保護者に対し 

申請の際に指定された口座へ振り込むものとする。不支給決定となった保護者に対しては、 

西原町人材育成会県内離島派遣費助成金不支給決定通知書（様式第２号）を送付するもの 

とする。 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

 

                                                     年     月     日 

西原町人材育成会 

会長          殿 

 

                                      住  所 

                                      保護者氏名                   印 

生徒氏名 

在籍校名 

ＴＥＬ        

 

西原町人材育成会県内離島派遣費助成金交付申請書兼請求書 

 

 次のとおり県内離島大会へ参加したので、助成金を交付されたく西原町人材育成会県内離島派遣費助成金

交付規程第５条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

1.大会参加 

大会名  

大会開催場所 （ 宮古地区  ・ 八重山地区 ） 

大会開催期日 年    月   日（ ） ～    年    月    日（ ） 

派遣に至った 

大会名 
 成績  

（添付書類） 

①  県大会要項 ② 県大会参加申込書の写し ③ 搭乗又は乗船を証するもの ④ 通帳の写し 

 ⑤その他 

 

2. 請求金額               円 

  

3.振込先口座 

  

金融機関名  支店名等  

預金種目 普通  ・  当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 

 



 

様式第 2号（第 6条関係） 

 

                                                       年    月    日 

 

 

住所 

保護者氏名                 

 

 

                                               西原町人材育成会 

会長   

 

 

 

西原町人材育成会県内離島派遣費助成金不支給決定通知書  

 

    年   月   日付け申請のありました、西原町人材育成会県内離島派遣費助成金交

付申請書兼請求書を審査した結果、次のとおり助成金を交付しないことに決定しましたの

で通知します。 

 

 

記  

 

 

助成金不交付 

決定の理由 

 

 

 

 

  


